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成蹊大学研究コンプライアンス基本規則 

 

                                制  定 2014 年 10 月８日 

                                     大 学 評 議 会 

                                最新改正 2026 年３月 11 日 

 

（目的） 

第１条 この規則は、成蹊大学（以下「本学」という。）における研究コンプライアンス体制に関し、

基本となる事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）研究コンプライアンス 本学において研究活動及び研究活動の支援を行う上で、法令、本学の規

則、教育研究固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。 

（２）構成員 専任・非常勤にかかわらず、本学において研究活動及び研究活動の支援を行う教職員、

研究員及び学生をいう。 

（３）部局 本学において研究活動及び研究活動の支援を行う主体となる学部・研究科、事務部署、附

属機関等をいう。 

（４）公的研究費 文部科学省その他の官庁又はこれらの官庁が所管する独立行政法人から配分される

競争的資金を中心とする公募型の研究資金をいう。 

（５）学内研究費 個人研究費、理工学部研究室予算、理工学部特別研究費、図書費、奨学寄附金、受

託研究費、大学内公募型研究費その他本学が支給する研究資金をいう。 

（６）研究費の不正使用 本学の構成員（構成員であった者を含む。）が、研究の立案、計画、実施及

び成果の取りまとめの各過程において行う次の各号のいずれかに該当する行為であって、故意又は

基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものをいう。 

ア 公的研究費の配分機関（以下「資金配分機関」という。）への虚偽の申請又は報告 

イ 公的研究費及び学内研究費（以下「研究費」という。）の使用実体のない謝金・給与の請求、

物品の架空請求に係る業者への預け金、実態を伴わない旅費の請求等、法令、資金配分機関及び

本学が定める規則等に違反する経費の使用 

ウ ア及びイに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害 

エ その他アからウまでに類する行為 

（７）研究活動の不正行為 本学の構成員（構成員であった者を含む。）が、故意又は研究者としてわ

きまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより、論文など発表された研究成果が、次の

各号のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 捏造 研究活動上存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

イ 改ざん 研究資料、研究機器又は研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること。 

ウ 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該

研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。 

エ アからウまでに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害（追試又は再現を行うために不可欠な実験

記録等の資料の隠蔽、廃棄及び未整備を含む。） 

（８）利益相反 構成員の産学官連携活動に伴って得る利益と構成員の教育・研究という大学における

責任が相反している状況をいう。 

（９）研究コンプライアンス教育 研究コンプライアンス推進の一環として、研究費の不正使用を事前

に防止することを目的に、本学が構成員に対して実施する次の事項に係る周知及び教育をいう。 

  ア 本学の不正対策に関する方針に関する事項 

  イ 構成員自身が取り扱う競争的資金等の使用のルール及びそれに伴う責任に関する事項 

  ウ 本学における運用制度等遵守すべき規定に関する事項 

  エ 研究費の不正使用が発覚した際の本学における措置に関する事項 
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（10）研究倫理教育 研究コンプライアンス推進の一環として、研究活動の不正行為（二重投稿及び不

適切なオーサーシップを含む。）及び利益相反を事前に防止し、公正な研究活動を推進するため、

求められる研究倫理の修得等を目的に、本学が構成員に対して実施する次の事項に係る周知及び教

育をいう。 

  ア 研究を行う上での基本的責任及び姿勢等の行動規範に関する事項 

  イ 研究データ等の取扱いに関する事項 

  ウ 研究活動の不正行為が発覚した際の本学における措置に関する事項 

  エ 本学の利益相反に関する方針及び利益相反に対する取組みに関する事項 

（11）安全保障輸出管理 軍事目的に利用可能な貨物及び技術が国際社会の安全を脅かす国家等の手に

渡ることを防ぐために行う輸出管理をいう。 

 （構成員の責務） 

第３条 本学の構成員は、本学の定める理念及び目的を実現するため、それぞれの責任を自覚し、研究

コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、法令、本学の規則、教育研究固有の倫理その他

の規範を遵守し、高い倫理観を持って研究活動及び研究活動の支援を行わなければならない。 

２ 構成員は、前項の責務を全うするため、研究倫理及び研究コンプライアンスに関する研修を定期的

に受講しなければならない。 

３ 構成員は、第１項の責務を全うすることを約する誓約書を次条に規定する最高管理責任者へ提出し

なければならない。 

 （最高管理責任者） 

第４条 本学の研究コンプライアンス推進における最高管理責任者は、学長とする。 

２ 研究コンプライアンス最高管理責任者（以下「最高管理責任者」という。）は、本学の研究コンプ

ライアンスに関し、基本方針を策定し、及び周知するとともに、次条から第７条に規定する研究コン

プライアンス統括管理責任者、研究コンプライアンス推進責任者及び研究倫理教育責任者が当該基本

方針を適切に実施できるよう必要な措置を講じなければならない。 

 （統括管理責任者） 

第５条 本学に、最高管理責任者を補佐し、研究コンプライアンス推進に関する大学全体の業務を統括

する実質的な責任及び権限を有する者として、研究コンプライアンス統括管理責任者（以下「統括管

理責任者」という。）を置く。 

２ 統括管理責任者は、副学長のうちから最高管理責任者が指名した者をもって充てる。 

３ 統括管理責任者は、最高管理責任者の定める基本方針に基づき、研究コンプライアンスの推進に関

して大学全体の具体的な対策を策定して実施し、及び実施状況を確認するとともに、当該実施状況を

定期的に最高管理責任者に報告しなければならない。 

 （研究コンプライアンス推進責任者） 

第６条 各部局に、当該部局に係る研究コンプライアンスの推進（ただし、研究倫理教育を除く。）及

び管理について実質的な責任と権限を有する者として、研究コンプライアンス推進責任者（以下「推

進責任者」という。）を置く。 

２ 推進責任者は、各部局の長をもって充てることとし、その職名は、別表に定めるとおりとする。 

３ 推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、自らが掌理する部局において、次に掲げる研究コンプ

ライアンス推進に関わる対策を実施し、その実施状況を確認するとともに、実施状況を定期的に統括

管理責任者へ書面により報告しなければならない。 

（１）研究費の不正使用及び研究活動の不正行為（以下「研究上の不正行為」という。）の防止を図る

ため、部局内の研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に対し、研究コンプライアンス教育を

実施し、受講者の受講状況及び理解度について把握するとともに、誓約書等を徴収すること。 

（２）推進責任者が管理監督し、又は指導する部局において、構成員が適切に研究費の管理・執行を行

っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること。 

４ 各部局における推進責任者を補佐するため、推進責任者の下に、複数の研究コンプライアンス推進

副責任者（以下「推進副責任者」という。）を置くことができる。 

５ 前項の推進副責任者を置いたときは、その職名を公開するものとする。 
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（研究倫理教育責任者） 

第７条 各部局に、当該部局に係る研究倫理教育を行う実質的な責任と権限を有する者として、研究倫

理教育責任者（以下「教育責任者」という。）を置く。 

２ 教育責任者は、推進責任者をもって充てる。 

３ 教育責任者は、自らが掌理する部局において研究倫理教育を実施し、その実施状況を確認するとと

もに、実施状況を定期的に統括管理責任者に報告しなければならない。 

４ 教育責任者が前項の研究倫理教育を実施する場合は、実施する教育内容について、あらかじめ第９

条に規定する研究コンプライアンス推進委員会の了承を得るものとする。 

５ 各部局における教育責任者を補佐するため、教育責任者の下に、複数の研究倫理教育副責任者（以

下「教育副責任者」という。）を置くことができる。 

６ 前項の教育副責任者を置いたときは、その職名を公開するものとする。 

（安全保障輸出管理体制） 

第８条 本学の研究活動における貨物及び技術の輸出等を適切に管理するため、安全保障輸出管理体制

を整備する。 

２ 安全保障輸出管理体制については、別に定める。 

 （研究コンプライアンス推進委員会） 

第９条 本学における研究上の不正行為を防止し、本学の構成員に対し研究コンプライアンスの遵守を

促すことを目的として、最高管理責任者の下に、研究コンプライアンス推進委員会を置く。 

２ 研究コンプライアンス推進委員会については、別に定める。 

 （利益相反マネジメント委員会） 

第１０条 本学における利益相反を適切にマネジメントし、健全な産学官連携活動の推進を図ることを

目的として、最高管理責任者の下に、利益相反マネジメント委員会を置く。 

２ 利益相反マネジメント委員会については、別に定める。 

 （研究倫理委員会） 

第１１条 本学における研究のうち、人間を直接の対象とし、個人情報、個人の行動、環境、心身等に

関する情報、データ等を収集し、又は採取して行う研究に係る基本方針を策定するとともに、当該研

究に係る審査を適正かつ円滑に実施することを目的として、最高管理責任者の下に、研究倫理委員会

を置く。 

２ 研究倫理委員会については、別に定める。 

（不正防止計画の策定及び実施） 

第１２条 統括管理責任者は、公的研究費を適正に運営及び管理し、不正を発生させる要因を把握する

ために、不正防止計画を策定し、実施しなければならない。 

 （公的研究費の取扱い） 

第１３条 本学における公的研究費の経理に係る取扱いは、文部科学省等が定める交付された公的研究

費の使用に関するルール並びに本学における経理規則、固定資産及び物品調達規則、固定資産及び用

品管理規則、旅費規則、成蹊大学海外出張規則、成蹊大学教員研修費支給基準並びにこれらに基づく

定めによるものとする。 

２ 本学における公的研究費その他の取扱いについては、次の号に定めるところによる。 

（１）成蹊大学科学研究費助成事業の取扱いに関する規則 

（２）競争的資金に係る間接経費の使用に関する規則 

（３）競争的資金に係る間接経費の支出費目に関する申合せ 

 （学内研究費の取扱い） 

第１４条 本学における学内研究費の取扱いについては、前条第１項に定めるもののほか成蹊大学個人

研究費に関する内規、成蹊大学全学教育講師並びに成蹊学園国際教育センター常勤講師及び成蹊大学

常勤講師の研究費に関する申合せ及びその他学内研究費の使用に関する定めによる。 

 （研究データの取扱い） 

第１５条 研究活動を行う構成員は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による

検証可能性を担保するため、研究データ（実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を

いう。以下同じ。）を一定期間保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これ
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を開示しなければならない。 

２ 本学における研究データの保存及び開示に関する基本的な取扱いについては、別に定める。 

 （検収体制） 

第１６条 本学における、研究費により購入した物品及び研究費により行う物品の保守・点検等の役務

に対する検収については、成蹊大学検収体制に関する規則の定めるところによる。 

（監査体制） 

第１７条 最高管理責任者は、公的研究費を適正に管理するため、年に一度、内部監査室に依頼し、大

学全体の視点から監査を実施するものとする。 

２ 内部監査室は、監査の結果を最高管理責任者に報告するものとする。 

３ 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、必要な措置を講じなければならない。 

 （モニタリング体制） 

第１８条 統括管理責任者は、公的研究費を適正に管理するため、推進責任者の協力を得て、大学全体

の視点からモニタリングを実施するものとする。 

 （相談窓口の設置） 

第１９条 公的研究費の事務処理手続に関する本学内外からの相談受付窓口は、学長室研究助成課に設

置する。 

 （通報義務） 

第２０条 研究上の不正行為の疑いがあると思料する者は、本学が設置する通報窓口に告発又は情報提

供するものとする。 

２ 通報窓口は、学長室総合企画課に設置する。 

３ 通報窓口における告発又は情報提供の取扱いについては、別に定める。 

 （研究上の不正行為への対応） 

第２１条 本学において研究費の不正使用及び研究活動の不正行為が生じた場合の措置については、

各々別に定める。 

（規則の改廃） 

第２２条 この規則の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が決定する。 

   附 則（2014年10月８日制定） 

 この規則は、2014年10月８日から施行し、2014年10月１日から適用する。 

  附 則（2015年３月４日一部改正） 

１ この規則は、2015年３月４日から施行する。 

２ 成蹊大学における公的研究費の取扱いに関する規則（2013年10月9日大学評議会制定）は、廃止する。 

   附 則（2015年４月８日一部改正） 

 この規則は、2015年４月８日から施行する。 

   附 則（2015年10月28日一部改正） 

 この規則は、2015年10月28日から施行する。 

   附 則（2017 年３月８日一部改正） 

 この規則は、2017年４月１日から施行する。 

   附 則（2017年10月４日一部改正） 

 この規則は、2017年10月４日から施行する。 

   附 則（2018年５月９日一部改正） 

 この規則は、2018年５月９日から施行し、2018年４月１日から適用する。 

   附 則（2019年５月22日一部改正） 

 この規則は、2019年６月１日から施行する。 

   附 則（2020年７月１日一部改正） 

 この規則は、2020年７月１日から施行する。 

   附 則（2021年３月10日一部改正） 

 この規則は、2021年４月１日から施行する。 

   附 則（2022年３月９日一部改正） 

 この規則は、2022年４月１日から施行する。 
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   附 則（2026年３月11日一部改正） 

 この規則は、2026年４月１日から施行する。 

 

別表 推進責任者（第６条関係） 

部 局 推進責任者 

経済学部 

（経済経営研究科） 

学部長 

（研究科長） 

経営学部 学部長 

理工学部（理工学研究科）・理工学研究所 学部長（研究科長） 

文 学 部（文学研究科） 学部長（研究科長） 

法 学 部（法学政治学研究科） 学部長（研究科長） 

国際共創学部 学部長 

総務部（人事課） 部長 

財務部（経理課・管財課） 部長 

学長室（総合企画課・研究助成課） 室長 

大学図書館 図書館長 

大学高等教育開発・支援センター センター所長 

大学アジア太平洋研究センター センター所長 

大学国際教育センター センター所長 

大学サステナビリティ教育研究センター センター所長 

Society 5.0研究所 所長 

全学教育運営委員会 委員長 

 




